
　２月２８日（土）、山北町生涯学習センターにおいて「第１１回山北町社会福祉大会」を開催しました。
　第１部の式典では福祉スローガン入賞者を表彰するとともに、社会福祉に功労のあった方には表彰状、社会福
祉活動にご協力ご支援いただいた方には感謝状をそれぞれ贈呈しました。第２部の講演会では、「生きてるだけで
１００点満点！」と題し、奥山佳恵氏（俳優/タレント）の講演が行われました。

第１部式典 第２部講演

福祉スローガン入賞者の皆さん

最優秀賞
藤川　日向 さん

優秀賞
稲垣　愛純 さん

優秀賞
小澤　功明 さん

ふじかわ いながき あすみ おざわ のりあきひなた

第
回11

開催

ふじかわ　　　  ひ な た

藤川　日向さんの作品川村小学校

ありがとう！ 心と心の 助け合い　

0465-75-1294
0465-76-4079〒258-0111 山北町向原1379番1

社会福祉法人  山北町社会福祉協議会編集･発行

info@yamakitashakyo.jp
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社会福祉法人
山北町社会福祉協議会 事業計画令和8年度令和8年度
近年、人口減少や高齢化の進行、核家族化や単身世帯の増加などにより、地域や

家庭における支え合いの機能が低下し、孤立や生活困窮、介護負担の増大など、地
域福祉を取り巻く課題は一層多様化・複雑化しています。加えて、空き家の増加や地域活動の担い手不足など、
地域コミュニティの維持にも大きな影響が生じています。

こうした状況の中、社会福祉協議会は行政や関係機関、地域団体、ボランティア等との連携・協働のもと、地
域生活課題の解決に取り組む役割が求められています。

令和８年度は、「第６次地域福祉活動計画」の推進年度として、基本理念である「地域ぐるみで支え合う、健康と
福祉のまちづくり」の実現に向け、計画に掲げた各種事業に取り組んでいきます。

また、地域の実情やニーズを的確に把握し、関係機関との連携を一層強化するとともに、住民一人ひとりが地
域の中で役割や生きがいを持ち、助け合いながら安心して暮らし続けられる「地域共生社会」の実現をめざし、各
種事業を推進してまいります。

基  本  方  針

１．第６次地域福祉活動計画の推進
　町の「第４期地域福祉計画」と一体で策定した「第６
次地域福祉活動計画」に基づき、基本理念である「地
域ぐるみで支え合う、健康と福祉のまちづくり」の実
現に向け、本計画を推進します。さらに、町と共同
設置している「山北町地域福祉計画等進行管理委員
会」において、計画の進行管理を行います。

３．生活支援事業を担う人材の確保
　地域福祉を取り巻く課題の多様化・複雑化にも的
確に対応していくため、事業活動を周知しながら広
く声掛けをするなどして、人材の確保に努めます。

２．財政基盤の強化および財源の安定的確保
　自主財源を確保するため、一般会費、特別会費、
賛助会費の加入促進を図るとともに、共同募金額の
増額について協議・検討いたします。また、共同募
金配分金、寄付金等の維持・強化を図りつつ、行政
からの補助金、受託金等の公費財源の安定的確保を
図ります。

４．法人後見事業の実施に向けた取組み
　認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者な
ど、意思決定が困難な方の判断能力を補うための法
人後見事業の早期実施に向け、事業立ち上げ準備委
員会を開催し、事業の問題点や課題事項等について
調査・研究していきます。

重　点　目　標

令和８年度予算令 和８年 度 予 算
（単位：円）○ 支出内訳（単位：円）○ 収入内訳

  　　　　勘　定　科　目 
　　会費収入
　　寄付金収入
　　経常経費補助金収入
　　受託金収入
　　貸付事業収入
　　事業収入
　　負担金収入
　　介護保険事業収入
　　その他の収入
　　前期末支払資金残高（繰越金）

　　　　収　入　合　計

1.
　　2.

3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．

10．

本年度予算額 
3,676,000

100,000
22,901,000
45,495,000

300,000
1,238,000
2,735,000
7,675,000

536,000
10,622,000

95,278,000

　　　　事　業　区　分  
　 法人運営事業
　 企画・広報事業
　 ボランティア活動事業
　 地域福祉推進事業
　 相談援護事業
　 共同募金配分金事業
　 在宅福祉サービス事業
　 事務所等管理事業
　 善意銀行事業
　 日常生活自立支援事業
　 法人後見事業
　 地域包括支援センター事業
　 法人本部収益事業
　 予備費
　　　支　出　合　計

1.
　　2.

3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．

10．
11．
12.
13.
14.

本年度予算額 
34,520,000

1,646,000
491,000

4,963,000
634,000
230,000

10,258,000
2,531,000

100,000
1,809,000

510,000
36,028,000

758,000
800,000

95,278,000
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社会福祉法人
山北町社会福祉協議会 事業計画令和8年度令和8年度
近年、人口減少や高齢化の進行、核家族化や単身世帯の増加などにより、地域や

家庭における支え合いの機能が低下し、孤立や生活困窮、介護負担の増大など、地
域福祉を取り巻く課題は一層多様化・複雑化しています。加えて、空き家の増加や地域活動の担い手不足など、
地域コミュニティの維持にも大きな影響が生じています。

こうした状況の中、社会福祉協議会は行政や関係機関、地域団体、ボランティア等との連携・協働のもと、地
域生活課題の解決に取り組む役割が求められています。

令和８年度は、「第６次地域福祉活動計画」の推進年度として、基本理念である「地域ぐるみで支え合う、健康と
福祉のまちづくり」の実現に向け、計画に掲げた各種事業に取り組んでいきます。

また、地域の実情やニーズを的確に把握し、関係機関との連携を一層強化するとともに、住民一人ひとりが地
域の中で役割や生きがいを持ち、助け合いながら安心して暮らし続けられる「地域共生社会」の実現をめざし、各
種事業を推進してまいります。

基  本  方  針

１．第６次地域福祉活動計画の推進
　町の「第４期地域福祉計画」と一体で策定した「第６
次地域福祉活動計画」に基づき、基本理念である「地
域ぐるみで支え合う、健康と福祉のまちづくり」の実
現に向け、本計画を推進します。さらに、町と共同
設置している「山北町地域福祉計画等進行管理委員
会」において、計画の進行管理を行います。

３．生活支援事業を担う人材の確保
　地域福祉を取り巻く課題の多様化・複雑化にも的
確に対応していくため、事業活動を周知しながら広
く声掛けをするなどして、人材の確保に努めます。

２．財政基盤の強化および財源の安定的確保
　自主財源を確保するため、一般会費、特別会費、
賛助会費の加入促進を図るとともに、共同募金額の
増額について協議・検討いたします。また、共同募
金配分金、寄付金等の維持・強化を図りつつ、行政
からの補助金、受託金等の公費財源の安定的確保を
図ります。

４．法人後見事業の実施に向けた取組み
　認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者な
ど、意思決定が困難な方の判断能力を補うための法
人後見事業の早期実施に向け、事業立ち上げ準備委
員会を開催し、事業の問題点や課題事項等について
調査・研究していきます。

重　点　目　標

令和８年度予算令 和８年 度 予 算
（単位：円）○ 支出内訳（単位：円）○ 収入内訳

  　　　　勘　定　科　目 
　　会費収入
　　寄付金収入
　　経常経費補助金収入
　　受託金収入
　　貸付事業収入
　　事業収入
　　負担金収入
　　介護保険事業収入
　　その他の収入
　　前期末支払資金残高（繰越金）

　　　　収　入　合　計

1.
　　2.

3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．

10．

本年度予算額 
3,676,000

100,000
22,901,000
45,495,000

300,000
1,238,000
2,735,000
7,675,000

536,000
10,622,000

95,278,000

　　　　事　業　区　分  
　 法人運営事業
　 企画・広報事業
　 ボランティア活動事業
　 地域福祉推進事業
　 相談援護事業
　 共同募金配分金事業
　 在宅福祉サービス事業
　 事務所等管理事業
　 善意銀行事業
　 日常生活自立支援事業
　 法人後見事業
　 地域包括支援センター事業
　 法人本部収益事業
　 予備費
　　　支　出　合　計

1.
　　2.

3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．

10．
11．
12.
13.
14.

本年度予算額 
34,520,000

1,646,000
491,000

4,963,000
634,000
230,000

10,258,000
2,531,000

100,000
1,809,000

510,000
36,028,000

758,000
800,000

95,278,000

事　業　内　容

１．法人運営事業
（１）理事会・評議員会等の定期的開催
　①理事会（3回）、評議員会（3回）、監事会（1回）の開催
　②正副会長会の開催（随時）
　③評議員選任・解任委員会の開催（評議員交代時）
　④役員研修会の開催（対象：理事、監事）
（２）事務局体制の強化
　①職員の研修会等
（３）自主財源の確保
　①社協会員の加入促進
　　一般会費、賛助会費、団体会費
　②寄付金
　③収益事業
　　自動販売機、マッサージ機、有料駐車場、広告料
（４）基金の管理・運用
（５）第6次地域福祉活動計画の進行管理
（６）関係機関との連携
　①役職員の他機関への参画
　②民生委員・児童委員活動との協働

２．企画・広報事業
（１）広報紙「社協やまきた」の発行（年６回）
（２）ホームページの活用・充実
（３）社会福祉大会の開催

３．ボランティア活動事業
（１）ボランティアの発掘と登録の推進
（２）ボランティア活動保険の加入促進
（３）ボランティア団体活動補助金の適切な交付
（４）災害ボランティアセンター運営体制の整備
　①災害ボランティアセンター運営町民スタッフ養成講
　　座の開催
　②災害ボランティアセンター研修会等の広域的な連携

４．地域福祉推進事業
（１）高齢者等の生きがい事業の実施
　①いきいきサロンの実施（月1回、第4火曜日）
　②ニコニコ健康体操（火曜日コース・水曜日コース
　　ともに月2回）

（２）小地域サロン活動への支援
（３）レスパイトサービス事業への助成
（４）地区社協活動の支援
　①地区社協活動を支援するための助成金交付（8地区社協）
　②地区社協活動の広報
（５）福祉団体への助成金交付（4団体）
（６）福祉団体活動の活性化を促す協働事業の実施
　①世代間交流事業の実施（老人クラブ連合会と子ども）
　②ともしびショップ「さくら」の運営支援
　③やまぶき学級の開催
（７）福祉教育の推進
　①福祉体験学習の実施
　　・高齢者施設での体験学習
　　・ボランティアによる講座（手話・車いす等）
（８）行事用器材貸出事業の実施

５．相談援護事業
（１）各分野の相談事業の実施
　①心配ごと相談（町助成事業：月1回、第1金曜日）
　②福祉と暮らしの相談窓口（社会福祉協議会）
（２）生活福祉資金貸付事業の実施（県社協受託事業）
（３）緊急援護貸付事業の実施
（４）成年後見相談事業の実施
　①あしがら成年後見センター（中核機関）との連携
（５）法人後見事業の実施に向けた取組み

６．共同募金配分金事業
（１）共同募金運動の実施
（２）共同募金配分金事業の実施

７．在宅福祉サービス事業
（１）移送サービス事業の実施（町受託事業）
（２）会食サービス事業の実施（町受託事業）
（３）配食サービス事業の実施（町受託事業）
（４）福祉車両貸出事業
（５）福祉器材貸出事業の実施
　車いす、ポータブルトイレなど
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８．善意銀行事業
（１）金銭預託
　①一般寄付
　②指定寄付
（２）物品寄付

９．日常生活自立支援事業
　　（県社協受託事業）
（１）福祉サービス利用援助
（２）日常的金銭管理サービス
（３）書類等預かりサービス

１０．地域包括支援センター事業
　　　（町受託事業）
（１）総合相談支援業務
　①介護相談
（２）権利擁護業務
（３）包括的・継続的ケアマネジメント業務
　①町内ケアマネ会（８回／年開催）
　②地域包括ケア会議（４回／年開催）
　③行政会議（4回／年開催）
　④ケアマネ連絡会（1回／年開催）
（４）介護予防ケアマネジメント業務
（５）認知症に関する取り組み
　①認知症サポーター養成講座
　②認知症サポーターステップアップ講座
　③認知症カフェ（ひだまりカフェ：原則毎月第４金曜日開催）
　④認知症初期集中支援チーム会議（２回／年開催）
（６）見守りネットワーク事業の実施

事　業　内　容

TEL77-2424 FAX77-2948278

◇財産の管理、税金の相談
◇「成年後見」等のお手伝い
◇円満な相続及び相続対策のお手伝い

当事務所の特色　3つの柱

小田原事務所　〒250-0011 小田原市栄町1-11-16Mビル5F
　　　　　　　TEL. 0465-20-1170
横 浜 事 務 所　〒220-0005 横浜市西区南幸2-19-4 折目ビル4F
　　　　　　　TEL. 045-313-1546
https://www.oshidakaikei-tms.or.jp

税理士法人  押田会計事務所

小地域サロン活動助成事業

助 成 対 象
グ ル ー プ

事業実施場所

助 成 金 の 額

町内で居住する高齢者等が集まり、事業の目的を
達成する活動を行うグループ。原則、月１回以上
の活動を定期的に開催するグループ。
原則として、地域の施設を利用して実施してください。

１回につき、２，０００円を助成します。
ただし、１グループあたり年額３０，０００円を
上限とします。

住み慣れた身近な地域で高齢者や障がい者をはじめ、住民
みんなが助け合い安心して暮らせるよう、地域住民が主体とな
り交流や仲間づくりを通して、閉じこもりや認知症の防止及び
地域の人同士の親睦を深めることを目的とした助成事業です。

福祉スローガン
お 詫 び と 訂 正

優秀賞　一般の部　小澤　功明　さん
の作品に誤りがありました。

正しくは、
『支えあう　あなたとわたし　　

     　　    　心はひとつ　福祉の輪』
です。

おざわ のりあき

ささいなことでもかまいません。「あれ？」と思ったら…
社会福祉協議会 山北町地域包括支援センターまで

☎0465 - 7 5 - 1 9 4 1
い く と よ い山北町地域包括支援センター通信山北町地域包括支援センター通信

【日　時】令和8年5月22日（金）
　　　　14：00～15：30　

【内　容】紙芝居
【場　所】緑茶カフェ　茶ぁぼう
　　　　（山北2767）※駐車場5台。 

【対　象】町内在住の方　　
【定　員】10名（先着順）
【参加費】500円
【お問い合わせ】
　山北町地域包括支援センター

【電　話】0465-75-1941（担当：田邉）

●お問い合わせ｜山北町地域包括支援センター　☎０４６５－７５ー１９４１（担当：田邉）

2月の さくらの折り紙も
作りました

どこだかわかりますか

参加者の川口茂画伯が描いた絵の鑑賞会でした。

ひだまりカフェ

　令和６年６月より、かながわ西湘農業協同組合山北支店・山北郵便局・
岸湯便局にご協力いただき、「善意の募金箱」を設置しています。
　令和7年１月～令和８年３月末までの募金額は下記のとおりです。お寄せ
いただきました皆さまのあたたかいお気持ちは、地域福祉活動推進のた
めに活用させていただきます。引き続き、ご協力をよろしくお願いします。

　社協では、町民の皆さまや法人事業所等からの寄付金、寄付物品を随時受け付けております。
皆さまからのあたたかいお気持ちをお寄せくださいますよう、お願いします。
　ご寄付いただいた方は、広報誌「社協やまきた」の“善意の寄託コーナー”にお名前を記載させていただきます（匿名も可）。

「善意の募金箱」って何？
　山北町社会福祉協議会と町民の皆さまと
の信頼関係に基づき実施する、誰でも気軽に
参加できる「福祉募金活動」です。町内各所に
設置することで、募金活動の啓発や福祉活動
への理解の推進を目的としています。

※募金箱を設置していただける町内の法
人・団体・事業所等も、随時募集して
いますので、山北町社会福祉協議会ま
でお気軽にお問い合せください。

かながわ西湘農業協同組合山北支店 １，２８２円
山　北　郵　便　局 ２，４４６円
岸　 郵　 便 　局 ２，３８５円
飛 驒 クリニック ３，６９２円

次回のひだまりカフェ

善意の募金箱

＜寄付金について＞
　皆さまからお寄せいただいた寄付金は、社協の事
業を推進するうえで大きな支えとなっており、地域
福祉の更なる向上をめざし大切に活用させていただ
きます。
・寄付金の多少は問いません。

　・社協への寄付金は、所得税や法人税、住民
税などの税制上の優遇措置を受けることが
できますので、必要となる「寄付領収書」を
発行いたします。

＜寄付物品について＞
　寄付していただいた物品は、町内の高齢者施設や必要と
される方などに活用していただいております。
　なお、物品によってはお受けできない場合がありますので、
事前にご相談ください。
●お受けしている主な物品
　・未使用のタオル　・未開封の紙おむつ類
　・車いす（保証書や取扱説明書がある安全が保障
　　できるもの。必要な方に貸出ができる程度のもの）
　・ポータブルトイレ（新品のみ）

おやつはいちごの
シフォンケーキでした



２０２６年（令和８年）５月１日（5）第３７３号

８．善意銀行事業
（１）金銭預託
　①一般寄付
　②指定寄付
（２）物品寄付

９．日常生活自立支援事業
　　（県社協受託事業）
（１）福祉サービス利用援助
（２）日常的金銭管理サービス
（３）書類等預かりサービス

１０．地域包括支援センター事業
　　　（町受託事業）
（１）総合相談支援業務
　①介護相談
（２）権利擁護業務
（３）包括的・継続的ケアマネジメント業務
　①町内ケアマネ会（８回／年開催）
　②地域包括ケア会議（４回／年開催）
　③行政会議（4回／年開催）
　④ケアマネ連絡会（1回／年開催）
（４）介護予防ケアマネジメント業務
（５）認知症に関する取り組み
　①認知症サポーター養成講座
　②認知症サポーターステップアップ講座
　③認知症カフェ（ひだまりカフェ：原則毎月第４金曜日開催）
　④認知症初期集中支援チーム会議（２回／年開催）
（６）見守りネットワーク事業の実施

事　業　内　容

TEL77-2424 FAX77-2948278

◇財産の管理、税金の相談
◇「成年後見」等のお手伝い
◇円満な相続及び相続対策のお手伝い

当事務所の特色　3つの柱

小田原事務所　〒250-0011 小田原市栄町1-11-16Mビル5F
　　　　　　　TEL. 0465-20-1170
横 浜 事 務 所　〒220-0005 横浜市西区南幸2-19-4 折目ビル4F
　　　　　　　TEL. 045-313-1546
https://www.oshidakaikei-tms.or.jp

税理士法人  押田会計事務所

小地域サロン活動助成事業

助 成 対 象
グ ル ー プ

事業実施場所

助 成 金 の 額

町内で居住する高齢者等が集まり、事業の目的を
達成する活動を行うグループ。原則、月１回以上
の活動を定期的に開催するグループ。
原則として、地域の施設を利用して実施してください。

１回につき、２，０００円を助成します。
ただし、１グループあたり年額３０，０００円を
上限とします。

住み慣れた身近な地域で高齢者や障がい者をはじめ、住民
みんなが助け合い安心して暮らせるよう、地域住民が主体とな
り交流や仲間づくりを通して、閉じこもりや認知症の防止及び
地域の人同士の親睦を深めることを目的とした助成事業です。

福祉スローガン
お 詫 び と 訂 正

優秀賞　一般の部　小澤　功明　さん
の作品に誤りがありました。

正しくは、
『支えあう　あなたとわたし　　

     　　    　心はひとつ　福祉の輪』
です。

おざわ のりあき

ささいなことでもかまいません。「あれ？」と思ったら…
社会福祉協議会 山北町地域包括支援センターまで

☎0465 - 7 5 - 1 9 4 1
い く と よ い山北町地域包括支援センター通信山北町地域包括支援センター通信

【日　時】令和8年5月22日（金）
　　　　14：00～15：30　

【内　容】紙芝居
【場　所】緑茶カフェ　茶ぁぼう
　　　　（山北2767）※駐車場5台。 

【対　象】町内在住の方　　
【定　員】10名（先着順）
【参加費】500円
【お問い合わせ】
　山北町地域包括支援センター

【電　話】0465-75-1941（担当：田邉）

●お問い合わせ｜山北町地域包括支援センター　☎０４６５－７５ー１９４１（担当：田邉）

2月の さくらの折り紙も
作りました

どこだかわかりますか

参加者の川口茂画伯が描いた絵の鑑賞会でした。

ひだまりカフェ

　令和６年６月より、かながわ西湘農業協同組合山北支店・山北郵便局・
岸湯便局にご協力いただき、「善意の募金箱」を設置しています。
　令和7年１月～令和８年３月末までの募金額は下記のとおりです。お寄せ
いただきました皆さまのあたたかいお気持ちは、地域福祉活動推進のた
めに活用させていただきます。引き続き、ご協力をよろしくお願いします。

　社協では、町民の皆さまや法人事業所等からの寄付金、寄付物品を随時受け付けております。
皆さまからのあたたかいお気持ちをお寄せくださいますよう、お願いします。
　ご寄付いただいた方は、広報誌「社協やまきた」の“善意の寄託コーナー”にお名前を記載させていただきます（匿名も可）。

「善意の募金箱」って何？
　山北町社会福祉協議会と町民の皆さまと
の信頼関係に基づき実施する、誰でも気軽に
参加できる「福祉募金活動」です。町内各所に
設置することで、募金活動の啓発や福祉活動
への理解の推進を目的としています。

※募金箱を設置していただける町内の法
人・団体・事業所等も、随時募集して
いますので、山北町社会福祉協議会ま
でお気軽にお問い合せください。

かながわ西湘農業協同組合山北支店 １，２８２円
山　北　郵　便　局 ２，４４６円
岸　 郵　 便 　局 ２，３８５円
飛 驒 クリニック ３，６９２円

次回のひだまりカフェ

善意の募金箱

＜寄付金について＞
　皆さまからお寄せいただいた寄付金は、社協の事
業を推進するうえで大きな支えとなっており、地域
福祉の更なる向上をめざし大切に活用させていただ
きます。
・寄付金の多少は問いません。

　・社協への寄付金は、所得税や法人税、住民
税などの税制上の優遇措置を受けることが
できますので、必要となる「寄付領収書」を
発行いたします。

＜寄付物品について＞
　寄付していただいた物品は、町内の高齢者施設や必要と
される方などに活用していただいております。
　なお、物品によってはお受けできない場合がありますので、
事前にご相談ください。
●お受けしている主な物品
　・未使用のタオル　・未開封の紙おむつ類
　・車いす（保証書や取扱説明書がある安全が保障
　　できるもの。必要な方に貸出ができる程度のもの）
　・ポータブルトイレ（新品のみ）

おやつはいちごの
シフォンケーキでした



社協やまきた（6） 第３７３号

いきいきサロン
いきいきサロンは、高齢者が誰でも自由に参加して自分自身の生き
がいと楽しい仲間をみつける場として開催している月１回のサロン
です。送迎も実施しています。お気軽にご参加ください。
※参加前に健康状態の確認をお願いいたします。

※参加前に健康状態の確認をお願いいたします。
※参加人数の状況によって、お申込みいただけない
こともあります。

山菜おこわ、あじフラ
イ、ナムル、すまし汁、
ミルクゼリー

ご飯、魚のホイル焼き、
酢のもの、味噌汁、
小豆の蒸しパン

会食サービス
（お楽しみ会）

●場　所｜山北町健康福祉センター 203会議室

●会　場｜山北町健康福祉センター 201・202会議室　●時　間｜正午～

山北町社会福祉協議会へのお問い合わせ・各種お申し込みは…７５ｰ１２９４までどうぞ！！

5
12 火

5
19 火

献立作成中です、
お楽しみに♪

献立作成中です、
お楽しみに♪

6
2 火

6
16 火

時　間

持ち物

参加費

申込み

時　間

持ち物

参加費
申込み

午前１０時
　～１１時３０分頃
はさみ、セロテープ、
目打ち、のり、
水分補給用の飲み物
１，１００円
６月１２日（金）

5
19

火

6
16

火

５月８日（金）

午前１０時～１１時３０分頃

はさみ、ボンド、お手拭き、

水分補給用の飲み物

１，５４０円

５月８日（金）

天然木のさくらあーと
浪漫小箱（バラ）

押絵ランチ
トートバッグ
ネモフィラ（ブラック）

1食
200円

【介護用品レンタル・販売・住宅改修】

福祉レンタル事業部

足柄上郡山北町山北1378　TEL 0465-79-0030

「天然温泉」を楽しめる介護施設です

※参加前に健康状態の確認をお願いいたします。
※新規参加希望の方は、お問い合わせください。

（相談員は民生委員さんです。）

※事前に予約することもできます。
　事前に予約する場合は、平日の９時～１７時

までに電話してください。

ひとりであれこれ悩まず
　　　　　　　　　何でもご相談ください。

相談無料 秘密厳守

５月１日（金）
６月５日（金）
７月３日（金）

《 相 談 日 》

皆さまが、「安心」「安全」にニコニコ健康体操に参加していただけるよう、ご協力をお願いします。

☆令和６年４月より、月２回の参加になりました。

午前１０時～
山北町健康福祉センター １階 多目的室
町内お住まいのおおむね６５歳以上の方
石井　良子　先生
運動のできる服装、下に敷くタオル、室内履き

開催時間
開催場所
対 象 者
講　　師
持 ち 物

午前１０時～１２時
山北町健康福祉センター １階 相談室

時　　間
場　　所

お問い合わせ｜山北町社会福祉協議会（ともしびショップさくら）
　　　　　　　☎７５ー１２９５

１２日
９日
７日

５月
６月
７月

２６日
２３日
２１日

火曜日コース 水曜日コース
１３日
１０日

８日

２７日
２４日
２２日

　次の方々より、社協へ善意の寄
託がありました。あたたかいおこ
ころざしをありがとうございま
した。

（令和８年１月２３日から令和８年
３月３１日まで）※このコーナーは、
ご同意いただけた方のみ掲載して
おります。（敬称略）

小規模多機能型
居宅介護施設すずらん

匿名

尾崎雅弘

社会福祉へ

社会福祉へ

社会福祉へ

紙おむつ・パット２５袋

紙おむつ５袋

２０，０００円

　器材を必要とする日の２ヵ月前の1日から申し込みを受け付けています。
（例）７月５日に器材を使用したい場合、５月１日から受付可能

行事用器材を
貸し出しています！！

貸出器材
　綿菓子機・かき氷機・ポップコーン機・輪投げセット・ボッ

チャ・臼杵・かまど・せいろ・なべ

貸出対象　山北町に住所を有する方、または山北町で活動する団体・企業

貸出料金　無料
　　　　　※ただし、洗浄等しての返却と故障時の修繕をお願いいたします。

令和７年度をもちまして、２つの事業を終了とさせていただきました。
各事業にご協力いただきました事業所の皆さま、ありがとうございました。
　　

・ 理美容出張サービス事業　　　・ 在宅介護用品給付事業



２０２６年（令和８年）５月１日（7）第３７３号

いきいきサロン
いきいきサロンは、高齢者が誰でも自由に参加して自分自身の生き
がいと楽しい仲間をみつける場として開催している月１回のサロン
です。送迎も実施しています。お気軽にご参加ください。
※参加前に健康状態の確認をお願いいたします。

※参加前に健康状態の確認をお願いいたします。
※参加人数の状況によって、お申込みいただけない
こともあります。

山菜おこわ、あじフラ
イ、ナムル、すまし汁、
ミルクゼリー

ご飯、魚のホイル焼き、
酢のもの、味噌汁、
小豆の蒸しパン

会食サービス
（お楽しみ会）

●場　所｜山北町健康福祉センター 203会議室

●会　場｜山北町健康福祉センター 201・202会議室　●時　間｜正午～

山北町社会福祉協議会へのお問い合わせ・各種お申し込みは…７５ｰ１２９４までどうぞ！！

5
12 火

5
19 火

献立作成中です、
お楽しみに♪

献立作成中です、
お楽しみに♪

6
2 火

6
16 火

時　間

持ち物

参加費

申込み

時　間

持ち物

参加費
申込み

午前１０時
　～１１時３０分頃
はさみ、セロテープ、
目打ち、のり、
水分補給用の飲み物
１，１００円
６月１２日（金）

5
19

火

6
16

火

５月８日（金）

午前１０時～１１時３０分頃

はさみ、ボンド、お手拭き、

水分補給用の飲み物

１，５４０円

５月８日（金）

天然木のさくらあーと
浪漫小箱（バラ）

押絵ランチ
トートバッグ
ネモフィラ（ブラック）

1食
200円

【介護用品レンタル・販売・住宅改修】

福祉レンタル事業部

足柄上郡山北町山北1378　TEL 0465-79-0030

「天然温泉」を楽しめる介護施設です

※参加前に健康状態の確認をお願いいたします。
※新規参加希望の方は、お問い合わせください。

（相談員は民生委員さんです。）

※事前に予約することもできます。
　事前に予約する場合は、平日の９時～１７時

までに電話してください。

ひとりであれこれ悩まず
　　　　　　　　　何でもご相談ください。

相談無料 秘密厳守

５月１日（金）
６月５日（金）
７月３日（金）

《 相 談 日 》

皆さまが、「安心」「安全」にニコニコ健康体操に参加していただけるよう、ご協力をお願いします。

☆令和６年４月より、月２回の参加になりました。

午前１０時～
山北町健康福祉センター １階 多目的室
町内お住まいのおおむね６５歳以上の方
石井　良子　先生
運動のできる服装、下に敷くタオル、室内履き

開催時間
開催場所
対 象 者
講　　師
持 ち 物

午前１０時～１２時
山北町健康福祉センター １階 相談室

時　　間
場　　所

お問い合わせ｜山北町社会福祉協議会（ともしびショップさくら）
　　　　　　　☎７５ー１２９５

１２日
９日
７日

５月
６月
７月

２６日
２３日
２１日

火曜日コース 水曜日コース
１３日
１０日

８日

２７日
２４日
２２日

　次の方々より、社協へ善意の寄
託がありました。あたたかいおこ
ころざしをありがとうございま
した。

（令和８年１月２３日から令和８年
３月３１日まで）※このコーナーは、
ご同意いただけた方のみ掲載して
おります。（敬称略）

小規模多機能型
居宅介護施設すずらん

匿名

尾崎雅弘

社会福祉へ

社会福祉へ

社会福祉へ

紙おむつ・パット２５袋

紙おむつ５袋

２０，０００円

　器材を必要とする日の２ヵ月前の1日から申し込みを受け付けています。
（例）７月５日に器材を使用したい場合、５月１日から受付可能

行事用器材を
貸し出しています！！

貸出器材
　綿菓子機・かき氷機・ポップコーン機・輪投げセット・ボッ

チャ・臼杵・かまど・せいろ・なべ

貸出対象　山北町に住所を有する方、または山北町で活動する団体・企業

貸出料金　無料
　　　　　※ただし、洗浄等しての返却と故障時の修繕をお願いいたします。

令和７年度をもちまして、２つの事業を終了とさせていただきました。
各事業にご協力いただきました事業所の皆さま、ありがとうございました。
　　

・ 理美容出張サービス事業　　　・ 在宅介護用品給付事業



　社協では、町民の皆さまや法人事業所等からの寄付金、寄付物品を随時受け付けております。
　皆さまのあたたかいお気持ちをお寄せくださいますよう、よろしくお願いいたします。
　ご寄付いただいた方は、広報紙「社協やまきた」の善意の寄託コーナーにお名前を記載させて
いただきます。（匿名も可）

　３月１３日（金）、山北町パークゴルフ場で４４名参加で開催しました。
当日は、３名の方がホールインワンを達成しました！！

山北町社会福祉協議会へのお問い合わせ・各種お申し込みは…７５ｰ１２９４までどうぞ！！

「パークゴルフ大会」開催
町老人クラブ連合会

　社会福祉協議会では、非常勤職員として一緒に働いてくださる方を募集しています。
　地域福祉に興味がある方、一緒に働きませんか？
　ご興味のある方は、お問い合わせください 。

　2月２５日（水）、本年度もボランティアグループ（点字「ふきのとう」、手話サークル虹、車椅子レクダンス
矢車草の会）ご協力のもと、山北中学校において３年生を対象に点字の読み書き、手話の基本や車椅子の操作
などを体験していただきました。

福祉体験学習を実施しました

移送サービス事業の  「介助員」募集！！
　移送サービス事業では、利用される方の車両（おでかけ号）の乗降時や、病院・買物中の見守りや
誘導等、お手伝いいただける「介助員」を募集しています。

勤  務  日　月曜日から金曜日で利用者の希望する日 （土・日、祝日、年末年始は除く）
勤務時間　７：３０～１８：００までの間で、利用者宅へ送迎する時間内
勤務形態　非常勤職員とし、時給での計算（交通費は、定められた範囲での支給）

※詳細は、お気軽にお問い合わせください。
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